
令和７年３月定例市議会 議案等の審議結果 

 

条    例    等 

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関

する条例の制定について 
可決（全会一致） 

 法律の改正により懲役及び禁錮が廃止され、拘禁刑に一本化されることに伴い、所要の

改正を行う。 

三木市部等設置条例の一部を改正する条例の制定について 可決（全会一致） 

 人口減少、少子高齢化が進展する中、子ども、子育て世帯及び高齢者などを取り巻く環境が大きく変化

しており、多様化・複雑化するニーズに対して、きめ細やかな支援等ができる体制を整えるとともに、市

民にとって便利で分かりやすい窓口とするよう、健康福祉部の組織改編を行うに当たり、市民生活部に保

険年金課を新設することから、医療保険に関する事務を健康福祉部から市民生活部に移管する改正を行

う。 

地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整

備に関する条例の一部を改正する条例の制定について 
可決（全会一致） 

職員の勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 
可決（全会一致） 

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 
可決（全会一致） 

みきっ子未来応援協議会条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 
可決（全会一致） 

「三木市子ども・子育て支援事業計画」を「三木市こども計画」として策定することに伴い、所要の改正

を行う。 

三木市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につい

て 
可決（全会一致） 

令和７年度の保険税率について、県から提示された同年度の標準保険税率と同水準となるよう、所要

の改正を行う。 

三木市立火葬場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 
可決（全会一致） 

 三木市立みきやま斎場の施設利用者の負担の適正化を図るとともに持続的な施設運営を図るため、令

和４年９月に策定した「三木市使用料・手数料の見直し方針」に基づき、使用料の見直しを行うことから、

所要の改正を行う。 



三木市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 
可決（全会一致） 

興治農業集落排水処理施設を廃止し、公共下水道へ統合することに伴い、所要の改正を行う。 

三木市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制

定について 
可決（全会一致） 

 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の改正に伴い、所要の改正を

行う。 

三木市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の

一部を改正する条例の制定について 
可決（全会一致） 

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の改正に伴う所要の改正

を行い、消防団員退職報償金の勤務年数区分に、新たに「35年以上」区分を追加する。 

市道路線の廃止について 可決（全会一致） 

市道路線の認定について 可決（全会一致） 

【議案の撤回】財産の取得について 
撤回承認 

（全会一致） 

学習用タブレット端末の取得について、仮契約の締結ができていなかったため議案の撤回を請

求。 

３月議会中に必要な手続きを行い、仮契約を行ったのち、再度議案の上程を行った。 

財産の取得について（追認） 可決（全会一致） 

 令和６年度使用教師用教科書及び指導書を取得したことについて、条例の定めるところにより、議会の

追認による議決を求める。 

訴えの提起について 可決（全会一致） 

 市と市有地に係る土地賃貸借契約を締結した者について、契約終了後も当該土地上の建物が収去さ

れず、土地の占有状態が続いているため、建物収去及び土地明渡し並びに使用料相当損害金の支払

いを求める訴えを提起することについて、議会の議決を求める。 

三木市税条例及び三木市個人番号の利用及び特定個人情報の提

供に関する条例の一部を改正する条例の制定について 
可決（全会一致） 

財産の取得について 可決（全会一致） 

学習用タブレット端末及び付属品の取得について、条例の定めるところにより、議会の

議決を求める。（議案再上程） 

 

 

 

 

 

 



予         算  

令和７年度三木市一般会計予算 可決（賛成多数） 

歳入歳出予算の総額を、それぞれ 410億円とする。 

（主な内容） 

・切れ目のない妊娠から出産・子育て支援の充実[5,897万円] 

・部活動の地域クラブ活動への展開を推進〔445万円〕 

・不登校対策のさらなる充実 [3,495万円] 

・タブレット端末を iPadへ更新[3億 2,592万円] 

・学校給食費の食材高騰分を支援[3,018万円] 

・中核機関の設置など権利擁護支援体制を充実〔1,220万円〕 

・高齢者の保健事業と介護予防を一体的に実施 [2,181万円] 

・省エネ推進のため公共施設の照明を LED化 [1億 2,453万円] 

・し尿処理施設を改修[16億 2,308万円] 

・交通安全対策３か年重点プロジェクトを推進 [7,259万円] 

・中央公民館等複合施設の整備[2,165万円] 

・自走式水洗トイレカーの整備[2,500万円] 

・ゴルフを核にしたまちづくりの推進[7,388万円] 

・団地再生事業：青山７丁目団地再耕プロジェクトの推進[5,100万円] 

・若者世代への支援[517万円] 

・デマンド型交通運行エリアを拡大 [3,346万円] 

令和７年度三木市国民健康保険特別会計予算 可決（賛成多数） 

歳入歳出予算の総額を、それぞれ 80億 6,300万円とする。 

令和７年度三木市介護保険特別会計予算 可決（全会一致） 

歳入歳出予算の総額を、それぞれ 83億 5,700万円とする。 

令和７年度三木市後期高齢者医療事業特別会計予算 可決（賛成多数） 

歳入歳出予算の総額を、それぞれ 18億 1,900万円とする。 

令和７年度三木市学校給食事業特別会計予算 可決（全会一致） 

歳入歳出予算の総額を、それぞれ 3億 2,500万円とする。 

令和７年度三木市水道事業会計予算 可決（全会一致） 

歳出予算の総額を、24億 7,168万円とする。 

令和７年度三木市下水道事業会計予算 可決（全会一致） 



歳出予算の総額を、46億 820万 2千円とする。 

令和６年度三木市一般会計補正予算（第７号） 可決（全会一致） 

令和６年度三木市国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 可決（全会一致） 

令和６年度三木市介護保険特別会計補正予算（第４号） 可決（全会一致） 

令和６年度三木市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３

号） 
可決（全会一致） 

令和６年度三木市学校給食事業特別会計補正予算（第３号） 可決（全会一致） 

令和６年度三木市下水道事業会計補正予算（第３号） 可決（全会一致） 

令和６年度三木市一般会計補正予算（第 8号） 可決（全会一致） 

予算の総額に歳入歳出それぞれ 5億 3,710万円を追加し、415億 4,831万 4千円とす

る。 

（内容） 

企業版ふるさと納税制度により、団地再生事業を応援する複数の事業者から合計で 10

億円を超える寄附をいただいたことから、青山 7丁目の交流拠点施設の整備の財源として

活用するとともに、今後の運営や団地再生事業に活用するため、こころのふるさと三木応

援基金に積立てる。 

 

議  員  提  出  議  案 

三木市議会議員の請負の状況の公表に関する条例の制定につい

て 
可決（全会一致） 

 地方自治法の一部改正により、議員と市との請負に関する規制の明確化及び緩和がな

され、議員が市との請負状況を公表することにより、請負状況の透明性を確保し、議会運

営の公正及び事務執行の適正を図る。 

三木市議会基本条例の一部を改正する条例の制定について 可決（全会一致） 

 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が改正され、事業者による障がい

のある方への合理的配慮の提供が義務づけられたことに伴い、議会運営においても社会

的障壁等の除去の実施について、合理的な配慮に努めることを規定する。 

三木市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 
可決（全会一致） 

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の改正

に伴い、同法を引用する規定を改める。 

また、「刑法等の一部を改正する法律」の施行に伴い「懲役」及び「禁錮」が廃止され、拘

禁刑に一本化されるため、本条例中の「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

 


